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経済局が所管する外郭団体の協約マネジメントサイクル 

に基づく評価結果等について 
 
 
経済局が所管する外郭団体（９団体）について、横浜市外郭団体等経営向上委員会（以

下「委員会」という。）による評価が実施されましたので、評価の結果を御報告します。 

また、協約期間が 27年度から 29年度までとなっていた外郭団体（横浜市場冷蔵 株式会

社を除く８団体）について、委員会での議論を踏まえ、30年度からの「団体経営の方向性

及び協約」（案）を作成しましたので御報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 評価の結果 

評価は、協約の進捗状況や団体の課題に応じて４つに分類されており、このうち「引き

続き取組を推進」との評価が７団体、また、「取組の強化や課題への対応が必要」との評

価が２団体となりました（表参照）。 

当該２団体は、協約目標の一部が未達成であった団体となっています。 

 

評価の分類 経済局の所管する外郭団体 

引き続き取組を推進 公益財団法人 横浜企業経営支援財団 

公益財団法人 横浜市消費者協会 

株式会社 横浜インポートマート 

横浜市信用保証協会 

横浜食肉市場 株式会社 

株式会社 横浜市食肉公社 

横浜市場冷蔵 株式会社  計７団体 

取組の強化や課題への対応が必要 公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団 

公益財団法人 横浜市シルバー人材センター 計２団体 

協約の見直しが必要 なし 

団体経営の方向性の見直しが必要 なし 

 
    

国際・経済 ・港湾委員会 

配 付 資 料 

平 成 3 0 年 1 2 月 1 3 日 

経 済 局 

資料２ 

協約マネジメントサイクルの概要 

横浜市では、各外郭団体が一定期間における主要な経営目標を本市との「協約」として掲げ、経営

の向上を促進する「協約マネジメントサイクル」の取組を進めています。 

当該「協約」を基に、進捗状況や経営を取り巻く環境の変化への対応に関する評価が、委員会に

おいて実施され、マネジメントサイクルの効果の向上及び団体経営の健全化を図ることとしています。 
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２ 新協約における団体経営の方向性（団体分類） 

団体経営の方向性は、協約の進捗状況や団体の課題に応じて４つに分類されており、

「民間主体への移行に向けた取組を進める団体」及び「事業の再整理・重点化等に取り組

む団体」が各１団体、「引き続き経営の向上に取り組む団体」が６団体となりました。 

団体経営の方向性の分類 経済局の所管する外郭団体 

統合・廃止の検討を行う団体 なし 

民間主体への移行に向けた取組を進める団体 株式会社 横浜インポートマート 

事業の再整理・重点化等に取り組む団体 公益財団法人 横浜企業経営支援財団 

引き続き経営の向上に取り組む団体 公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団 

公益財団法人 横浜市消費者協会 

公益財団法人 横浜市シルバー人材センター 

横浜市信用保証協会 

横浜食肉市場 株式会社 

株式会社 横浜市食肉公社 計６団体 

 
  

３ 今後の取組 

「団体経営の方向性」が、「民間主体への移行に向けた取組を進める団体」に位置付け

られた株式会社横浜インポートマートと、「事業の再整理・重点化等に取り組む団体」に

位置づけられた公益財団法人横浜企業経営支援財団については、次のとおり取組を推進

します。 

 

（１）株式会社横浜インポートマート 

   民間主体の運営への移行に向け、公募型指名競争入札により、本市が所有する株式

を売却します。 

ア 出資比率 

本市保有の全株式を売却し、本市出資比率を 39.8％から０％にします。 

イ FAZ（フォーリンアクセスゾーン）機能の維持 

    国有地の貸付契約では、使用目的が「輸入促進施設用地」とされているため、用

途指定を付した事業用定期借地権設定契約により、FAZ機能の維持を担保します。 

ウ スケジュール（予定） 

    平成 31年１月以降 公募開始 

平成 31年４月以降 入札・契約 
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（２）公益財団法人横浜企業経営支援財団 （IDEC横浜） 

  事業の再整理・重点化等の取組として、保有施設の最適化に向け、横浜メディア・

ビジネスセンターについて、１階部分の売却(※)に続き、５～７階部分（一部賃貸

中）の売却の検討を進めます。 

 

〈スケジュール（予定）〉 

    平成 31年４月以降  

区分所有者に購入意向がある場合、区分所有者のみを対象に入札を実施 

区分所有者に購入意向がない場合、公募による入札を実施 

※ １階部分は、平成 30年７月、入札により区分所有者である株式会社テレビ神 

奈川に売却しました。 
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４ 総合評価の結果等及び団体経営の方向性及び協約案 
 

（１）（公財）木原記念横浜生命科学振興財団 

  ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 
研究開発プロジェク
ト創出・支援件数 

18 件 21 件 20 件 達成 

財務の改善に向けた

取組 

①次期繰越収支差額  95百万円  169百万円 142百万円 達成 

②YBIRD事業収入額 112百万円  74百万円 140百万円 未達成 

業務・組織の改革 
職員（任期付、嘱
託、派遣含む）の計
画的な研修受講 

55 回 60 回 60 回 達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

YBIRD 事業については、国内大手製薬企業各社が自ら商用生産までの工程を

一貫して行うことができる施設を整備するなど、バイオ医薬品の研究開発を

取り巻く状況の変化により、協約目標とした YBIRD 事業収入額の大幅な増加

は見込めない状況となっている。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 取組の強化や課題への対応が必要 

委員会助言 

29 年度までの協約項目について YBIRD 事業収入額の項目が未達成となって

いるが、課題の整理が行われ具体的な計画にも着手している。今後は課題解

決に向け、取組を強化し、更に取組を進める必要がある。 

取組結果の検証（協約期間

全体を通じての振り返り） 

 YBIRD 事業収入額以外の取組については、いずれも、目標を達成しました。 

 YBIRD 事業については、平成 28 年度から参画してきた次世代バイオ医薬品

製造技術研究組合（MAB 組合）の行う事業との連携を引き続き進めるととも

に、大学・研究機関や製薬企業等への営業努力を行い、収支改善に努めてき

ました。 

一方で、バイオ医薬品の研究開発を取り巻く状況の変化により受託が見込

みにくいことから、現行スキームを変更した場合の施設利用の可能性につい

て、施設への国庫補助を行った国など関係機関との相談を開始しました。 

 

 
  ※ YBIRD 

    Yokohama Biopharmaceutical Research and Development Center の略 

横浜バイオ医薬品研究開発センター（YBIRD：ワイバード）は、ベンチャー企業・大学・研究機関等のバイ 

オ医薬品創薬を支援するため、厚生労働省令による基準に適合したバイオ医薬品の治験薬（原薬）の調製や、研

究段階にあるタンパク質の創薬シーズを実用化につなげるための共同研究、さらにはタンパク質生産技術等の教

育訓練等を行う施設です。（平成 23年４月供用を開始） 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

方向性に関する意見 
今年度中に YBIRD 事業の今後のあり方検討を完了させ、協約期間終了時点にお

いて新しい方向へ進み出す必要がある。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 30 年度～32 年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

①研究開発プロジェクト創出件数 ：《㉙実績》12 件  

⇒ 《目標》36 件（累計） 

 

②マッチング件数        ：《㉙実績》25件  

⇒ 《目標》75 件（累計） 

 

③企業・大学等の相談対応件数  ：《㉙実績》71件  

⇒ 《目標》225件（累計） 

財務の改善に

向けた取組 

①ＹＢＩＣ入居率の維持 ：《㉙実績》入居率 100％ ⇒ 《目標》100％ 

 

②年度末の現預金残高及び修繕積立金の合計額 

           ：《㉙実績》合計額 169百万円 

 ⇒ 《目標》240 百万円 

 

③ＹＢＩＲＤ事業のあり方検討・調整・方針決定 

：《㉙実績》検討開始  

⇒ 《目標》調整の完了及び方針決定 

業務・組織の改

革 

職員（任期付、嘱託、派遣含む）の計画的な研修受講 

：《㉙実績》60回 ⇒ 《目標》60 回 
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（２）（公財）横浜企業経営支援財団 

  ア 総合評価の結果等 
団体経営の方向性 

（団体分類） 
事業の再整理・重点化等に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 
  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 
企業ニーズや環境に
応じた事業の見直し 

アンケート
実施 

アンケート
結果による
ニーズ把握
と事業への
反映 

アンケート
結果による
ニーズ把握
と事業への
反映 

達成 

事業の再整理・重点

化等に向けた取組 
保有施設の方針決定
と具体化着手 

各施設の現
状把握、課
題抽出 

施設ごとに
保有・管
理・運営手
法見直し、
一部具体化
に着手 

具体化に着
手 

達成 

財務の改善に向けた

取組 

インキュベーション
施設における入居促
進に向けた活動の強
化（インキュベーシ
ョン施設全体の入居
率向上） 

75.90% 87.0% 80%以上 達成 

業務・組織の改革 現場に精通した専門
人材の育成 

全体研修 

７回 

専門知識が
身につくセ
ミナーへの
参加 4回/
年/人 

専門知識が
身につくセ
ミナーへの
参加４回/
年/人 

達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

経済の不確実性や少子高齢化・人口減少に伴う労働人口の減少などにより、

市内中小企業では人手不足や事業の継続など様々な問題を抱えており、幅広

く中小企業を訪問し、企業と顔の見える関係を構築することにより、企業が抱

える具体的な課題やニーズを掘り起し、課題解決につながるアドバイスやマ

ッチング支援等の強化を図るとともに、現場訪問で得た情報の一元化と活用、

企業支援組織としての専門機能の強化等が課題となっている。 

また、財団として中小企業支援へ更に注力できるよう施設の処分を含めた

保有施設の最適化に、引き続き取り組むことが必要となっている。 
  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 

一部施設の整理を進めるなど事業の再整理・重点化に向けた取組が実施さ

れている。今後も、保有施設の最適化について、あり方が決定している施設

に関しては着実に実施し、あり方が未決定の施設に関しては早期に決定し、

財務の改善を図ることが求められる。また、中小企業支援について、取組の成

果及び効果を随時確認したうえで、効率的に実施していく必要がある。 

取組結果の検証（協約期間

全体を通じての振り返り） 

・直近のアンケートでは「販路開拓」が最も IDEC横浜に期待する支援という

結果が出ており、販路開拓により特化した支援では、支援企業毎の目標を掲

げ、改善案を提案することにより、売上高アップ、新規の受注や顧客の獲得、

メディアへの露出など順調に実績を上げることができました。また、財団職員

と専門コーディネーターが 積極的に中小企業を訪問し、毎年 150社以上のマ

ッチングを行い、多数の成果を上げました。 

・事業と施設を切り分けて整理する中で、IDEC横浜の本来事業と照らして 施

設毎に保有･管理･運営手法を見直し、メディアビジネスセンターについては

市に準じた入札手続きにより、区分所有者への売却に着手しました。 

・内覧会の実施など広報活動の強化や専門業者を通じた入居促進等の様々な

取組を行うことにより、目標を上回る入居率を達成することができました。 

・専門知識が身につくセミナーへ参加し、能力と意識の向上が図れました。更

に職員の専門資格取得支援等を盛り込んだ人材育成計画を策定しました。広

報計画を策定し、IDEC横浜全体での計画的な広報ができるようになりました。

ホームページへの「利用者の声」コーナーの新設、ビジネスグランプリでの

SNS活用、ニュースレターの配布先拡大等、財団事業の PR に努めました。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
事業の再整理・重点化等に取り組む団体 

方向性に関する意見 横浜市の中小企業全体の活性化を図る取組を検討し実施することが求められる。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
事業の再整理・重点化等に取り組む団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

①事業承継相談件数の増加 ：《㉙実績》41件 ⇒ 《目標》200 件（累計） 

 

②販路拡大に向けたマッチング件数の増加 

：《㉙実績》292 件 ⇒ 《目標》915件（累計） 

事業の再整理・

重点化に向け

た取組 

地域密着型支援の現場訪問件数の増加 

  ：《㉙実績》1,050 件 ⇒《目標》5,250件（累計） 

財務の改善に

向けた取組 

保有施設の最適化 （施設ごとの保有・管理・運営方法） 

：《㉙実績》一部施設の整理に着手  

 

⇒ 《目標》30 年度 一部施設の整理、その他施設の条件整理と具体策
の検討 

 

31 年度 具体策に着手 

 

32 年度 推進 

業務・組織の改

革 

職員の専門資格保有率向上による、現場に精通した 中小企業支援の専門人材育成 

：《㉙実績》専門資格保有率 50%  

 

⇒ 《目標》30 年度 60% 

31 年度 80% 

32 年度 100% 
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（３）（公財） 横浜市消費者協会 

  ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 

消費者被害の救済の
ために一定のあっせ
ん解決率を確保 

89.1% 91.6% 89.6%以上 達成 

財務の改善に向けた

取組／業務・組織の

改革 

相談員に対する専門
知識研修やグループ
研修の実施等による
相談対応能力の維
持・向上（全相談員
が参加） 

・専門知識研修  

年 12回開催 年 12回開催 年 12回開催 達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

平成 28年度から横浜市消費生活総合センターの第３期の指定管理期間が始

まり、消費者の安全・安心の確保及び消費者市民社会の形成に向けた消費者教

育の推進を柱に各事業をより一層推進することが求められている。 

また、センターの認知度向上については、広報よこはまへの掲載や月次相談

リポート、お助けカードの配布等により、引き続き周知を図る必要がある。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 
29 年度までの協約について、目標は全て達成となっており、団体の経営は

順調に推移している。 

取組結果の検証（協約期間

全体を通じての振り返り） 

消費生活相談が多様化・複雑化している中、消費生活相談員に対する研修を

適切に実施するなど、相談員の相談対応能力の維持・向上を図った結果、協約

事項のあっせん解決率の取組目標を達成できたと考えます。 

 今後も消費生活相談サービスの質の維持・向上に努めるとともに、引き続

き相談窓口である消費生活総合センターの認知度を高め、市民の消費者被害

の未然防止・被害救済に取り組んでいく必要があると考えます。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

方向性に関する意見 
社会環境の変化に対応した消費生活総合センターの役割を随時検証するととも

に、事業実施にあたっては効率的に行うことが求められる。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

①あっせん解決率 

：《㉙実績》91.6％ ⇒ 《目標》90.6％以上 

 

②相談解決率 

：《㉙実績》98.7％ ⇒ 《目標》98.0％以上 

 

③消費者被害未然防止及び消費生活総合センター認知度向上のために ツイッター
による継続的な情報発信 を実施 

：《㉙実績》105 回 ⇒ 《目標》ツイート回数週 1回以上 

               かつ 

105回程度／年度 

 

財務の改善に

向けた取組 

消費生活総合センター内 会議室の有効活用及び出前講座実施件数増により収入を
確保 

：《㉙実績》1,928,000 円 ⇒ 《目標》2,000,000円以上 

 

業務・組織の改

革 

相談員に対する 専門知識研修やグループ研修の実施等による相談対応能力の維
持・向上 

：《㉙実績》専門知識研修年 12 回開催 

      グループ研修 

      グループごとに年 12回開催  

 

⇒ 《目標》専門知識研修年 12 回開催 

グループ研修 

グループごとに年 12回開催 
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（４）（公財）横浜市シルバー人材センター 

ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 

①就業機会の提供拡 

 大 

延べ 

839,587人 

 
 

803,584人
※ 

延べ 

900,000人 
未達成 

②高齢者就業を通じ 

た地域活性化 

（宅配事業等） 

未実施 ６地域 

６地域 

（町内会や団地 

 単位を想定） 

達成 

③ちょこっとサポー
ト（家事簡易サー
ビス）の拡大 

市内１区 

（緑区の一
部地域） 

７区 ６区 達成 

④シルバー会員数 10,295人 9,925 人 12,360人 未達成 

財務の改善に向けた

取組／業務・組織の

改革 

契約金額目標の達成
（税抜） 

3,927,459 

千円 
3,453,901

千円 
4,088,571 

千円 
未達成 

 ※この他、適正就業の推進により、約８万人（就業延べ人数）が企業の直接雇用等に

移行しました。 

協約目標設定後に生じた

課題等 

平成 27年度下半期から実施している適正就業の推進により、就業形態の見

直しを進めたことや、雇用延長の影響により未達成の項目があった。 

景気の緩やかな回復や労働力人口の減少などにより、人材不足が深刻とな

っており、豊富な経験や知識を持つ高齢者の活躍が注目されている。 

今後は、引き続き適正就業の推進を図りながら新たな就業分野・機会への取

組を進め、より一層の受注拡大を図っていく必要がある。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 取組の強化や課題への対応が必要 

委員会助言 

 29 年度までの協約について、労働者派遣や直接雇用への移行の影響等によ

り、就業機会の提供拡大とシルバー会員数の目標が未達成となっている。高

齢者の労働力人口の増加が見込まれる中、就業機会の拡大の取組を強化する

必要がある。 

 

取組結果の検証（協約期間

全体を通じての振り返り） 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第９条の規定により、65 歳ま

で働き続けることができる企業が増えていることや、適正就業の推進により

直接雇用に移行したことで、３つの目標が未達成となりました。 

少子高齢化が進む中で、健康で働く意欲のある高齢者の活躍が注目されて

おり、団体の社会的な意義は高まっています。多様な就業機会を提供するた

め、受注開拓の強化に取り組むとともに、会員数の増加を図り、一人でも多

くの高齢者が就業できるよう事業を推進する必要があると考えています。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

方向性に関する意見 
提供職種の拡大を進め多様な就業機会を提供するとともに、既存会員以外に向

けたその周知活動を強化する必要がある。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

①就業機会の提供拡大 

：《㉙実績》就業実人員 6,967人 ⇒ 《目標》就業実人員 7,250人 

 

②会員数の増加 

：《㉙実績》会員数 9,925人 ⇒ 《目標》会員数 10,500人 

 

③高年齢者の生きがいづくり支援 

：《㉙実績》独自事業・サークル活動・セミナー・ボランティア等の 

実施回数 1,140回  

⇒ 《目標》独自事業・サークル活動・セミナー・ボランティア等の 

実施回数 1,200回 

財務の改善に

向けた取組 

①契約金額の増加 

：《㉙実績》3,730,213 千円 ⇒ 《目標》3,917,160千円 

 

業務・組織の改

革 

①職員研修の拡充 

：《㉙実績》職員一人あたりの研修受講回数 1.2回 

 ⇒ 《目標》職員一人あたりの研修受講回数 2.0回 

 

②健康経営の推進 

：《㉙実績》未策定 

⇒ 《目標》「横浜健康経営認証」の取得 
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（５）（株）横浜インポートマート 

ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
民間主体への移行に向けた取組を進める団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組状況 

公益的使命の達成に

向けた取組 

①入館者数の増加 1,143万人 1,061 万人 1,200万人 未達成 

②新港地区振興連絡
会の開催 

設立 

１回開催 
１回開催 １回開催 達成 

③地区内連携イベン
トの実施 

４回開催 ４回開催 ４回開催 達成 

④外国人観光客の取
込策の推進 

－ 実施 実施 達成 

民間主体の運営に向

けた取組 
市の出資比率の見直
し 

未実施 調整の継続 
実施（民間主
体の運営に移
行） 

未達成 

財務の改善に向けた

取組 

①累損残高の解消 529百万円 
平成 27年
度解消 

平成 27年度
解消 

達成 

②安定的黒字経営 
665百万円 

（経常利益） 

2,516 百万円 

（期間経常利益） 

1,700百万円 

（期間経常利益） 
達成 

業務・組織の改革 事業を継続するため
の執行体制の構築 

一部実施 実施 実施 達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

開業 20周年や新港地区の大型開発計画や流通、小売業界の大きな変化をチ

ャンスとして捉え、今後の店舗運営に生かすことが必要である。民間主体の運

営に向けた取組の中では、30 を超える他出資者及び国との協議・調整等、株

式譲渡に向け整理すべき課題が非常に多く調整先も多岐に亘るため、調整に

相当の時間を要している。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 

29 年度までの協約項目について、入館者数の増加など一部項目で未達成と

なっているが、協約期間中に累損残高を解消しており、市の出資比率引き下

げの実現に向けた取組を引き続き進める必要がある。 

取組結果の検証（協約期間

全体を通じての振り返り） 

地域経済活性化のために、より魅力的な施設づくりを行い、横浜ワールドポ

ーターズ単館での集客のみならず、エリア全体への回遊性の拡大に貢献して

いきます。 

 民間主体の取組に関しては、平成 27 年度に累損残高を解消し、平成 29 年

度に人的側面で一定の進捗を実現していますが、引き続き、出資比率の見直

しに向けた課題を整理し、関係者との協議・調整を進めてまいります。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
民間主体への移行に向けた取組を進める団体 

方向性に関する意見 
 安定的な黒字経営が続くなど民間主体へ移行する条件は整っているため、精力

的に調整を行い、市の出資比率引き下げを早期に実現することを期待する。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
民間主体への移行に向けた取組を進める団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

①エリア連動合同企画等の実施 

：《㉙実績》4回開催／年 ⇒ 《目標》4回開催／年（内容の拡充） 

 

②地域の安全・活性化事業への積極的関与 

：《㉙実績》CSR 事業実施 ⇒ 《目標》CSR事業に加えエリア防災連携
事業等の実施 

 

③インバウンド対応の強化 

：《㉙実績》実施 ⇒ 《目標》実施（内容拡充） 

 

民間主体の運

営に向けた取

組 

市の出資比率の見直し 

：《㉙実績》実施（出資比率の見直しに向けた調整） 

 ⇒ 《目標》①実施（民間主体の運営に移行） 

 

財務の改善に

向けた取組 

安定的黒字経営 

：《㉙実績》836 百万円（経常利益）  

⇒ 《目標》1,667 百万円（期間経常利益） 

業務・組織の改

革 

事業を継続するための執行体制の構築 

：《㉙実績》一部実施 ⇒ 《目標》実施 
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（６）横浜市信用保証協会 

ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 
取扱金融機関との連
携強化 

取扱金融機
関への保証
制度の周
知・利用促
進 

取扱金融機
関との適時
適切な意見
交換等の実
施 

取扱金融機
関との適時
適切な意見
交換等の実
施 

達成 

財務の改善に向けた

取組／業務・組織の

改革 

モニタリング実施企
業数の増加 

57企業 140企業 80企業 達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

公的保証機関として平成 30年４月に施行された中小企業信用保険法等の一

部改正の趣旨を踏まえ、引き続き公益的な役割を効率的・効果的に果たせるよ

う、横浜市や金融機関、他の中小企業支援機関との連携を強化して、市内中小

企業者の資金ニーズを捉え適時適切な信用保証や政策保証を提供するととも

に、保証利用先への経営支援をより一層推進していく。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 
29 年度の協約目標について、全て達成となっている。他機関との連携を強

化するなど、引き続き業務の効率化に努める必要がある。 

取組結果の検証（協約期間

全体を通じての振り返り） 

取扱金融機関との顔の見える関係を築き、保証制度や経営支援メニュー等

の周知を図るとともに、中小企業のニーズ把握に努め、新制度の創設等につ

なげました。また、モニタリング実施対象企業を拡大して期中管理の強化に

取り組むなど、代位弁済の抑制に努めたことなどにより、信用保証の持続的な

実施のための財務内容の維持を図ることができました。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

方向性に関する意見 
 経営支援による保証債務の健全化については、対象企業の選定を含め、公平公

正に行うことが求められる。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

①創業者への金融支援 （創業関連保証、創業等関連保証）の促進 

：《㉙実績》438 件／年（H27～29：1,087件） 

⇒ 《目標》1,350 件(３か年) 

 

②事業承継に向けた企業面談の推進 

：《㉙実績》64企業／7か月 ⇒ 《目標》340企業(3 か年) 

 

③生産性向上に向けた経営改善（設備投資提案）の推進 

：《㉙実績》23件／年（H27～29：42 件） ⇒ 70件（3か年） 

 

財務の改善に

向けた取組 

①「簡易経営診断サービス（ＭｃＳＳ）」の実施回数増加 

：《㉙実績》821 回／年（H27～29：1,952回） 

⇒ 《目標》2,500 回(3か年) 

 

②外部専門家派遣事業実施先に対するフォローアップ訪問件数の増加 

：《㉙実績》137 件／年（H28～29：226件）※H28 年度から開始 

 ⇒ 《目標》400 件(３か年) 

 

③経営改善計画に基づく金融支援の実施 

：《㉙実績》25企業／年（H27～29：60企業） 

 ⇒ 《目標》90企業(３か年) 

 

業務・組織の改

革 

「信用調査検定」の中の上級資格 「認定経営アドバイザー」または 

中小企業診断士の資格保有率の増加 

：《㉙実績》47.8% ⇒ 《目標》55% 
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（７）横浜食肉市場（株） 

ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 

ＨＡＣＣＰ方式によ
る衛生管理手法の導
入 

未実施 
肉牛ライン
の調査・検
討・導入 

肉牛ライン
の調査・検
討・導入 

達成 

財務の改善に向けた

取組 
取引購買者数の確保 牛豚購買者 

105社 
110社 

25年度 

実績取引の

確保 

達成 

業務・組織の改革 

①営業手法の実践的 

研修の実施 

②衛生・加工等の業 

務関連研修の実施 

③経営・財務に関す 

る研修の実施 

営業実務研
修 15 人 

 (若手社員
の約半数) 

①22人 

（対象 11名） 

②18人 

（対象 18名） 

③ ６人 

（対象６名） 

※①②は 

重複あり 

全社員(34
名)を対象
に役割に応
じた研修を
実施 

達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

全国的に生産農家・飼育頭数の減少傾向が続くとともに、生産農家の大型化

による出荷市場の選別で、より一層の市場間競争に拍車がかかる。また、今後

も厳しい市場間競争が予想されるため、生産者とのより強い信頼構築にむけ

た産地訪問を強化し、購買者のニーズに対応した集荷をする。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 
29 年度までの協約目標について、全ての項目が達成となっている。 

 引き続き、食肉の安全性を確保しつつ、業務の効率化に努める必要がある。 

取組結果の検証 

（協約期間全体を通じての

振り返り） 

市場間競争がより一層激化することが予想されるなか、食の安全を第一に

安定供給を図るとともに、業務の効率化に努めます。 

 
※ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

Hazard Analysis and Critical Control Point の略 

食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、 

その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができる 

かという 重要管理点を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法です。 

この手法は国際的に認められたものです。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

方向性に関する意見 
関税率の引き下げの動向など、環境の変化に敏感に対応して公益的使命を果た

していくことが求められる。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

豚枝肉ラインへの HACCP 方式による衛生管理手法の調査・検討・導入 

：《㉙実績》牛枝肉ラインへの HACCP方式による衛生管理手法の導入 

 ⇒ 《目標》豚枝肉ラインへの HACCP方式による衛生管理手法の導入 

財務の改善に

向けた取組 

新規取引生産者の獲得 

：《㉙実績》新規取引生産者数２社（牛：１社、豚：１社） 

 ⇒ 《目標》３年間で 10 社 

業務・組織の改

革 

①人材育成制度の検討、導入 

：《㉙実績》 ―  

 ⇒ 《目標》メンター制度等の導入 

 

②社員に対する役割に応じた研修の実施 

：《㉙実績》全社員が各役割に応じた研修に参加 

 ⇒ 《目標》・営業手法の実践的研修の実施  ：年３回開催 

・衛生管理等の業務関連研修の実施：年３回開催 

・経営・財務に関する研修の実施 ：年３回開催 
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（８）（株）横浜市食肉公社 

ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 27～29 年度（協約期間終了後の最終振り返り） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 25年度実績 29年度実績 29年度目標 取組結果 

公益的使命の達成に

向けた取組 

ＨＡＣＣＰ方式によ
る衛生管理手法の導
入 

未実施 
肉牛ライン
の調査・検
討・導入 

肉牛ライン
の調査・検
討・導入 

達成 

財務の改善に向けた

取組／業務・組織の

改革 

作業衛生責任者の有
資格者拡大 

47人 57 人 57人 達成 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

全国的に生産農家・飼育頭数の減少傾向が続くとともに、生産農家の大型化

による出荷市場の選別で、より一層の市場間競争に拍車がかかる。また、市民

の食品の安全性に対する要求はますます高まっており、衛生管理の徹底や安

全性の確保が求められている。 

  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 

29 年度までの協約目標について、全ての項目が達成となっている。 

と畜頭数の減少に伴い解体料収入も減収となっているが、営業努力により

特別注文品の売上が増加している。引き続き、収益確保に取り組んでいく必

要がある。 

取組結果の検証 

（協約期間全体を通じての

振り返り） 

市場間競争がより一層激化することが予想されるなか、引き続き、食の安

全を第一に衛生管理を徹底した質の高い食肉を生産することで、収益の確保

などに努めます。 

 
※ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

Hazard Analysis and Critical Control Point の略 

食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、 

その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができる 

かという 重要管理点を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法です。 

この手法は国際的に認められたものです。 
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イ 団体経営の方向性及び協約案 

（ア）委員会の答申概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

方向性に関する意見 
団体を取り巻く環境は厳しいものになっており、今後も引き続き公益的使命を果

たしていくため、効率的・効果的な事業執行が求められる。 

 

（イ）団体経営の方向性及び協約案の概要 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
引き続き経営の向上に取り組む団体 

協約期間 平成 30年度～32年度 

協
約
（
主
要
目
標
） 

公益的使命の

達成に向けた

取組 

豚枝肉ラインへの HACCP 方式による衛生管理手法の調査・検討・導入 

：《㉙実績》牛枝肉ラインへの HACCP方式による衛生管理手法の導入 

 ⇒ 《目標》豚枝肉ラインへの HACCP方式による衛生管理手法の導入 

財務の改善に

向けた取組 

特別注文品の売上増加 

：《㉙実績》15,474 千円 ⇒ 《目標》18,000千円 

業務・組織の改

革 

①人材育成制度の検討、導入 

：《㉙実績》 － ⇒ 《目標》メンター制度等の導入 

 

②衛生管理に関する勉強会の開催 

：《㉙実績》 － ⇒ 《目標》衛生管理に関する勉強会を毎年度４回開催 
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（９）横浜市場冷蔵（株） 

ア 総合評価の結果等 

団体経営の方向性 

（団体分類） 
民間主体への移行に向けた取組を進める団体 

協約期間 平成 29～31 年度（３か年の２年目） 

  

協
約
目
標
の
取
組
結
果
（
抜
粋
） 

 取組 28年度実績 29年度実績 31年度目標 進捗状況 

公益的使命の達成に

向けた取組 

①場内貨物の安定運
用（本場） 

入庫量 

（年間） 

本場の場内 

11,100ｔ 

入庫量 

（年間） 

本場の場内 

10,459t 

入庫量 

（年間） 
本場の場内 

 10,000t 

達成 

②冷蔵施設の安定運
用 

継続 継続 
フロン対策・
老朽化対策の
実施 

順調 

民間主体の運営に向

けた取組 

①一般貨物の拡充
（南部） 

入庫量 

（年間） 

南部の一般 

 11,768t 

入庫量 

（年間） 

南部の一般 

11,541t 

入庫量 

（年間） 

南部の一般 

 12,000t 

やや遅れ 

②一般貨物の拡充
（大黒） 

入庫量 

（年間） 

大黒の一般 

 10,249t 

入庫量 

（年間） 

大黒の一般 

12,070ｔ 

入庫量 

（年間） 

大黒の一般 

 11,000t 

達成 

③市の株式保有割合
の低減 

検討 検討 
株式の売却
先・売却方法
等を協議 

順調 

財務の改善に向けた

取組 

①売上高 
売上高 

1,104百万円 

売上高 

1,065百万円 

 売上高 

1,130百万円 
やや遅れ 

②営業利益率 
営業利益率 

9.8％ 

営業利益率 

6.8% 

営業利益率 

4.2％ 
達成 

業務・組織の改革 ISO9001:2015の認証
と継続 

平成29年２月

に認証 
平成 30年２月
に認証 

毎年度の認
証と継続 

順調 

  

協約目標設定後に生じた

課題等 

市場外流通の多様化や少子高齢化による消費量の減少などにより、市場全

体の水産物取扱量は減少傾向にあるため、取り巻く環境は厳しくなっている。

ただし、青果物の取込み強化や一般貨物の取込により３事業所全体の取扱量

は増加している。また、施設の老朽化や冷媒問題、社有施設である大黒事業所

の地盤沈下対策が今後の課題となっているため、市所有施設は、市と団体で定

期的な打ち合わせにより修繕計画を立てて対応していくほか、地盤沈下対策

については、団体が適宜対応していく。 
  

評
価
結
果
等 

評価結果 引き続き取組を推進 

委員会助言 
民間主体への移行について、32 年度以降も見据え、スケジュールを明確に

し具体的な取組を進める必要がある。 

評価結果を受けた所管局・

団体の振り返り 

30 年度は製氷設備の実施設計に着手しており、31 年度は製氷設備の工事の

予算化を目指しています。これらの 施設老朽化対策を確実に実施し、市の保

有株式割合の低減に向けた前提条件をクリアし、次のステップへ進めてまい

ります。 
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５ 参考 

  《横浜市外郭団体等経営向上委員会概要》 

設置根拠 横浜市外郭団体等経営向上委員会条例（平成 26年９月 25日施行） 

設置目的 外郭団体等のより適正な経営の確保を図るとともに、外郭団体等に関して適切な関与を行

うため 

委 員 
（任期 2 年） 

大野 功一 （関東学院大学 名誉教授）【委員長】 
遠藤 淳子 （遠藤淳子公認会計士事務所 公認会計士） 
大江 栄  （エフ・ブルーム（株）代表取締役 中小企業診断士） 
鴨志田 晃 （横浜市立大学 学術院国際総合科学群経営学コース教授） 
田辺 恵一郎（プラットフォームサービス（株）代表取締役会長） 

ちよだﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽｸｴｱ（官民連携による中小企業者のﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆﾃｨ施設）運営会社を経営  

設 置 平成 26 年 10 月 21 日 

所掌事務 

１ 外郭団体等のより適正な経営を確保するための仕組み及び外郭団体等に対する市の関

与の在り方に関すること 
２ 外郭団体等の経営に関する方針等及びその実施状況の評価に関すること 
３ 外郭団体等の設立、解散、合併等に関すること 
４ その他外郭団体等に関し市長が必要と認める事項 

 

 

６ 添付資料 

  平成 30 年度 横浜市外郭団体等経営向上委員会 答申（経済局所管団体部分抜粋） 

 

 

 





1



2



3



4



5



6



7



9



10



11



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



29



30



31



32



33



34



35



37



38



39



40



41



42



43



44



45


	【確定】【配付資料】外郭団体
	01-2【資料】外郭団体（答申）グレス
	空白ページ

